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１．富岡産業団地について 

富岡町は、東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故からの復興・創生、新

たな産業の構築を目的とし、地域産業の活性化及び雇用の促進を図るため、富岡産

業団地へ立地する企業を募集します。 

 

本町は、東京から約 240ｋｍの福島県浜通りに位置し、年間を通して温暖な気

候で、台風などの自然災害が少なく、冬季の降雪も稀な住みやすい地域です。 

 

富岡産業団地は、国道 6 号に面し、常磐自動車道の「常磐富岡インターチェンジ」

や「楢葉スマートインターチェンジ」に近接するなど、良好な交通条件を有してい

ます。また、北は相馬港、南は小名浜港と、国際貿易港を含む重要港湾の中間に位

置する立地条件を生かし、サプライチェーン構築の中継地点としてさらなる発展が

期待されています。 

さらに、平坦地かつ大規模で一体的な土地利用が可能であることに加え、企業が

立地する際に活用できる国内最大級の補助・優遇制度がありますので、安心して事

業活動を展開いただけるものと存じます。 

 

他方、震災・原発事故から 6 年間、避難指示による全町避難を余儀なくされてい

ましたが、平成 29 年 4 月を以て一部区域を除き避難指示が解除されました。除染

作業による空間放射線量の低減化、被災家屋の解体・再建が進むとともに、商業施

設「さくらモールとみおか」や医療機関、福島県立二次救急医療施設「ふたば医療

センター付属病院」が開院するなど、住民生活の根幹を担う施設の整備が着実に進

んでおります。 

 

  富岡町では、良好なアクセスや優遇制度は当然のことながら、立地時のみならず、

立地後も末永くおつきあいをさせていただきたく、立地する企業のご発展を願って

おります。 
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２．産業団地の概要 

（１）所  在  地  福島県双葉郡富岡町大字上郡山地内 

（２）用 途 地 域  都市計画区域内 用途地域未指定 

（容積率 200％ 建蔽率 60％） 

（３）事 業 主 体  富岡町 

（４）開 発 面 積  約 33.7ha 

（５）工場用地面積  約 22.2ha 

（６）交通アクセス  最寄ＩＣ／常磐自動車道常磐富岡 IC まで約 9.0ｋｍ 

                 常磐自動車道ならはｽﾏｰﾄ IC まで約 5.5ｋｍ 

            最寄駅／富岡駅（JR 常磐線）まで約 2.5ｋｍ 

                富岡  －  いわき  －  東京 

                     約１８０分（特急） 

            高速バス／いわきから東京駅まで約２１０分 

            最寄幹線／国道 6 号 

            最寄空港／仙台空港まで約１０２ｋｍ（車で約 90 分） 

福島空港まで約１０４ｋｍ 

（車で約 90 分※高速道路利用の場合） 

            最寄港湾／相馬港まで約６５ｋｍ（車で約 70 分） 

                 小名浜港まで約５３ｋｍ（車で約 60 分） 

 

（７）設  備  等  工業用水 

            (50 円/㎥税抜) 

 

 

 

            上水道 

 

 

 

 

            雨水排水／道路側溝→調整池→河川放流 

 

 

 

 

 

            汚水／浄化槽（公共下水道区域外） 

 

 

 

〒979－0515 

福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字小山 6-2    

双葉地方水道企業団 施設課 浄水係 

TEL 0240-25-5341 

 

〒979－1192 

福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 622-1 

富岡町役場 都市整備課 管理係 

TEL 0240-22-9008 

 

〒979－1192 

福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 622-1 

富岡町役場 都市整備課 下水道係 

TEL 0240-22-9008 

 

 

〒979－0515 

福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字小山 6-2    

双葉地方水道企業団 施設課 給水係 

TEL 0240-26-0911 
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            ガス／LP ガス（LNG ローリー対応可） 

            電力／普通高圧可、特別高圧は東北電力と要協議 

            通信／光通信サービス提供エリア 

（８）募集用地区画   ２区画             

（９）供用開始日   第 1 期区画 令和 2 年 4 月 1 日 

            第 2 期区画 令和 3 年 4 月 1 日 
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（１０）募集用地区画詳細  

【全体図】 



5 

 

【拡大図】 

 

区画番号 面積（㎡） 

H-2 18,530 

H-3 17,590 

 

※区画面積は下一桁目を四捨五入しておりますので、確定面積と数㎡の誤差があります。 

あらかじめご了承願います。 

 

（１１）賃    料     200 円/㎡（年間） 

             令和 12 年度末まで減免により 100 円/㎡（年間） 

（１２）契 約 方 法     町有財産賃貸借契約 



6 

 

３．募集業種 

  富岡産業団地の建築制限等に合致し、「富岡町産業用地の貸付に関する要綱第 4 

条」に規定する企業であって、かつ、日本標準産業分類のうち、次に掲げる業種と 

します。 

大分類 対象業種（中分類又は小分類） 

 Ｅ 製造業 全業種 

 Ｇ 情報通信業 
37 通信業、39 情報サービス業、40 インターネット付随サービ

ス業、41 映像・音声・文字情報制作業 

 Ｉ 卸売業・小売業 

50 各種商品卸売業、51 繊維・衣服等卸売業、52 飲食料品卸売

業、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、54 機械器具卸売業、

55 その他の卸売業 

 Ｌ 学術研究，専門・

技術サービス業 

71 学術・開発研究機関、73 広告業、74 技術サービス業（他に

分類されないもの） 

ただし、74 技術サービス業（他に分類されないもの）のうち、7

41 獣医業は除く 

 Ｒ サービス業（他に

分類されないもの） 
90 機械等修理業(別掲を除く) 

その他、町長が必要と認めるもの 

 

※工場等建設に関する関係法令を遵守してください。 

※募集業種については、富岡産業団地内で実施する全ての事業・工程が上記の業種

のいずれかである必要があります。 

例えば、製造品の原料を中分類 88 廃棄物処理業に該当する方法により抽出す

る場合等は対象外となる可能性があるため、事前に募集業種に合致しているか等

を確認しますので、応募にあたっては、必ず事前に下記までご連絡ください。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

   富岡町役場 産業振興課 商工観光係 

電話 ０２４０（２２）９００９  ＦＡＸ ０２４０（２２）０８９９ 

  E-mail  tom0600-001@tomioka-town.jp 

 

【上記対象業種であっても対象外とするもの】 

①各種環境基準等に適合しない騒音、振動、悪臭等を発生するおそれのある事務所、工場等。 

②自社用倉庫、駐車場、重機・資材置場等のみでの利用。（事務所等が伴う場合も、倉庫、駐車場、

重機・資材置場等としての使用用途が大きい場合は対象外。） 

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第 2 条第1 項第2 号の

規定による暴力団、暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者

が経営、運営に関係している事業者。 
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４．応募方法 

（１）応募資格 

   ア  産業団地内において対象業種に該当している事業を行うこと 

     イ  事業所の建設並びに事業内容に計画性があること 

     ウ  事業遂行に必要な資力・資金計画があること 

     エ  土地引き渡しの日から３年以内に操業を開始すること 

オ  税金等の滞納をしていないこと 

カ  各種環境基準等に適合しない騒音、振動、悪臭等を発生するおそれが無い、 

     または、十分な対策により基準値以下を維持することが出来ること 

キ  原則として、申請者自らが工場等を建設し操業すること 

ク 立地協定締結後すぐに町と賃貸借契約を締結できること 

 

 

（２）応募期間 

    令和 6 年１２月９日（月）から令和７年１月１５日（水）まで（必着）   

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日、年末年始を除く） 

 

（３）提出方法 

   提出書類一式（正本１部、副本（コピー可）1 部の計２部）を富岡町産業振興

課に郵送してください。 

   ※申請後、提出書類の内容等について問い合わせる場合がありますので、提出 

した全ての書類は、必ず、お手元に保管いただき、問い合わせに対応できる 

ようご留意ください。 

 

＜提出先＞ 

   〒979-1192 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 622 番地 1 

   富岡町役場 産業振興課 商工観光係 
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（４）提出書類 

 提出書類  注意事項等 

１ 
富岡町産業用地貸付申請書 

(様式第1号) 
必須  

２ 工場等立地計画書(様式第2号) 必須  

３ 
暴力団排除に関する誓約書 

(様式第3号) 
必須  

４ 登記事項証明書 必須 

個人の場合は代表者の

住民票抄本 

発行日が6ヶ月以内の

もの 

５ 定款または規約 必須 法人のみ（コピー可） 

６ 役員一覧(様式第1-1号) 必須  

７ 直近３年度分の決算報告書 必須 

貸借対照表、損益計算

書及び製造原価報告書 

（コピー可） 

８ 
直近1年度分の納税証明書 

（市区町村税及び都道府県税） 
必須 

本社が存する市区町村及

び都道府県の両方。 

９ その他町長が必要と認めるもの 該当する場合  

 

（５）書類提出上の注意 

ア 提出書類は正本１部、副本（コピー可）１部の計 2 部を提出してください。 

イ 提出された書類は原則として返却いたしません。 

     ウ 提出書類等の作成に係る一切の費用は、応募者の負担とします。 

 

（６）応募の無効 

   次のいずれかに該当する場合には応募を無効とします。 

     ア 応募期間内に必要な提出書類の提出がなかったとき 

     イ 提出書類の提出方法、提出先に適合しないとき 

     ウ 応募手続きにおいて不正な行為があったとき 

     エ 提出書類に虚偽の内容が記載されているとき 

     オ その他、「富岡町産業用地の貸付に関する要綱」及び本募集要領に定める 

条件に違反したとき 
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５．応募から引渡しまでの手続き及びスケジュール 

 

 応募受付期間   令和 6 年１２月９日（月）から令和７年１月１５日（水）            

             ↓ 

 審  査     応募締切から約３ヵ月以内                     

             ↓ 

 結果通知     審査後、速やかに通知                     

             ↓ 

 立地協定締結   土地貸付決定から協議・調整のうえ実施               

             ↓ 

 賃貸借契約締結  立地協定締結後、協議・調整のうえ実施                 

 

６．選考基準 

（１）応募資格の有無 

     ア 事業内容が対象業種に該当していること 

     イ 事業所の建設及び事業内容に計画性があること 

ウ 必要な資力・資金計画があること 

エ 土地引き渡しの日から３年以内に操業を開始することができること 

オ 税金等の滞納をしていないこと 

（２）周辺環境への影響 

     ア 周辺環境、近隣企業に影響を及ぼさないこと 

 イ 公害防止計画・廃棄物の処理計画が適正であること 

ウ 町が必要と認めた場合、公害防止協定の締結をすることが出来ること 

（３）地域経済への貢献度 

     ア 地域の雇用創出効果があること 

     イ 町内企業との取引（計画）があること 

 ウ 新産業創出の可能性等（新規性、成長性、経済波及効果など）があること 

エ 製造品出荷額・付加価値額等の拡大につながること 

（４）応募内容に対するヒアリング、現地視察及び信用調査 

     必要に応じて応募内容に対するヒアリング、現地視察及び信用調査を行います。 
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７．選考方法 

  「富岡町産業用地貸付企業選考委員会」等において、応募資格の有無、適合性、

操業予定の時期、立地面積、地域雇用創出への貢献、周辺環境への影響及び地域経

済への貢献度等に関する総合的な審査を行い、立地する企業を選定・決定します。 

なお、立地が適当と判断された場合には、協議・調整のうえ、立地協定を締結し

ます。 

※応募状況により、区画・面積を調整させていただく場合がありますので、予めご了承ください。 

※審査結果に関する問い合わせや異議等については、一切応じません。 

※選定に際し、付帯意見があった場合、付帯意見の遵守を条件として立地協定を締結していただく

場合があります。 

※申請企業の信用調査を行います。調査機関から調査依頼があった際にはご協力をお願いします。 

 

８．契約の締結 

  立地協定を締結し、該当区画の引渡し日が決まった後に、賃貸借契約締結の手続

きに入ります。 

なお、契約内容は、別添「町有財産賃貸借契約書（案）」のとおりです。事前に

ご確認願います。 

 

９．工場設置に伴う諸手続き 

  企業が工業団地等に工場等を新設する場合、工場等の規模、事業内容、導入設備

等により、関係法令等に伴う手続きが必要になる場合があります。詳しくは、下記

の経済産業省のホームページをご覧ください。 

 

https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/ 
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10．各種補助・優遇制度 

 

 

 

 

中小企業 3/5（大企業 2/5）以内、原則として 30億円 
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1１．環境関係規制法令概要 

 

区 分 規制根拠 窓 口 

水質 
水質汚濁防止法 

福島県生活環境の保全等に関する条例 
福島県相双地方振興局 

県民環境部環境課 

0244-26-1232 大気 
大気汚染防止法 

福島県生活環境の保全等に関する条例 

悪臭 
福島県生活環境の保全等に関する条例 

福島県悪臭防止対策指針 
富岡町役場生活環境課 

0240-22-9004 
騒音・振動 福島県生活環境の保全等に関する条例 

※記載は関係法令の一部であり、その他法令は、別途ご確認ください。 

※事業活動による産業廃棄物の処理に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 及び福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例に基づく規制があります。窓 

 口は福島県相双地方振興局県民環境部環境課です。 

※地域住民及び利害関係者に対し説明会の開催を求めることがあります。 

※町が必要と認めた場合、公害防止協定の締結を求めることがあります。 

 （公害防止協定の締結には 3～6 ヶ月程度、期間を要します。） 

※公害等は地域住民及び団地内の他企業とのトラブルの元となりますので、規制法 

 令を遵守してください。 
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参考：周辺区域図 

 

 

 

 

お問い合わせ 

 富岡町役場 産業振興課 商工観光係 

 〒979-1192 

 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 622 番地 1 

 TEL 0240(22)90０9  FAX 0240(22)0899 

 E-mail tom0600-001@tomioka-town.jp 


